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料

報
告

3
一
儒
家
の
法
思
想

資

序
論

儒
家
の
法
思
想
は
徳
治
主
義
と
礼
治
主
義
か
ら
そ
の
特
徴
を
探
っ
て
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
徳
治
主
義
は
孔
子
・
孟
子
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
礼

治
主
義
は
特
に
萄
子
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
。
韓
非
子
の
政
治
主
義
の
よ

う
な
法
家
の
思
想
は
い
ま
だ
に
儒
家
か
ら
は
探
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
な

い
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
に
よ
っ
て
断
固
に
拒
否
さ
れ
た
。

今
日
す
べ
て
の
国
家
は
法
治
主
義
を
取
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
法

の
効
力
の
側
面
か
ら
眺
め
る
と
、
徳
治
主
義
と
礼
治
主
義
が
ど
れ
く
ら
い

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
李
恒
寧
先
生

の
法
の
効
力
に
お
け
る
信
頼
説
の
よ
う
な
も
の
は
、
正
に
こ
の
点
を
よ
く

沈

在

r-'-市

子

岡

克

訳

彦

示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
治
者
と
被
治
者
の
問
に
信
頼
が
な
け
れ
ば
政

治
と
い
う
も
の
が
成
り
立
ち
得
ず
、
法
は
国
民
に
よ
っ
て
守
ら
れ
な
く
な

る
の
で
あ
る
。
す
で
に
孔
子
も
足
兵
、
足
食
、
足
信
の
中
で
信
を
最
上
位

の
社
会
価
値
と
し
て
取
り
入
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
く
て
は
政
治
と

い
う
も
の
は
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が

(1) 

あ
る
。
今
日
も
不
徳
な
治
者
は
国
民
か
ら
不
信
を
受
け
、
そ
の
地
位
か
ら

退
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
つ
の
国
の
秩
序
を
立
て
る
と
い
う
本
質
に

は
法
の
み
な
ら
ず
徳
と
礼
に
も
秩
序
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て

は
な
ら
な
い
。
特
に
、
東
洋
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
そ
う
で
あ
る
。
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徳
治
主
義

孟
子
の
徳
治
主
義
は
王
道
主
義
に
そ
の
根
本
を
置
い
て
い
る
。
王
道
主

義
は
二
帝
三
王
の
先
王
之
道
に
従
っ
た
治
世
法
を
一
言
う
の
で
あ
る
が
、
そ

の
内
容
は
仁
政
と
徳
治
で
あ
る
。
仁
政
は
人
間
の
道
徳
的
本
性
を
尊
重
し
、

そ
れ
を
保
護
す
る
人
道
主
義
的
政
治
を
行
な
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
り
、

徳
治
は
王
が
聖
人
と
し
て
の
徳
を
修
め
、
そ
の
徳
性
で
も
っ
て
民
衆
を
善

に
導
き
治
め
る
こ
と
を
一
吉
田
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
孟
子
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
o

n
聖
人
は
人
倫
の
極
致
で
あ
る
。
王
の
務
を
行
な
お
う
と
す
れ
ば
王
の

道
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
臣
下
の
務
を
行
な
お
う
と
す
れ
ば
臣
下

東アジア文化と近代法

の
道
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
は
す
べ
て
桑
舜
を
模
範

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
あ
る
。
舜
が
発
の
王
に
仕
え
て
い
た
通

り
に
、
王
に
仕
え
な
け
れ
ば
王
を
敬
ま
わ
な
い
人
に
な
り
、
発
の
王
が
人

民
を
治
め
て
い
た
通
り
に
人
民
を
治
め
な
け
れ
ば
人
民
を
害
す
る
人
に
な

る
。
孔
子
は
「
道
は
二
つ
で
あ
る
。
仁
で
な
け
れ
ば
不
仁
が
あ
る
の
み
で

あ
る
」
と
言
っ
た
。
人
民
に
甚
だ
し
い
暴
政
を
す
れ
ば
体
は
獄
害
さ
れ
、

国
は
滅
び
、
そ
の
暴
政
が
甚
だ
し
く
な
く
と
も
体
は
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
に

(2) 

な
り
、
国
は
傾
く
の
で
あ
る
o
u

こ
の
よ
う
に
、
治
者
が
仁
政
を
行
な
い
得
る
可
能
根
拠
を
孟
子
は
彼
の

性
善
説
に
立
脚
し
た
道
徳
的
人
間
観
か
ら
眺
め
る
の
で
あ
る
。
彼
の
人
性

論
が
国
家
哲
学
と
し
て
持
つ
意
義
は
人
道
主
義
的
支
配
を
可
能
に
さ
せ
る

こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
治
者
や
被
治
者
す
べ
て
が
同
じ
道
徳
的
存
在

と
し
て
の
人
間
で
あ
る
の
で
、
人
間
性
の
根
本
の
下
に
統
治
が
行
な
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
一
言
う
。

H

む
か
し
の
先
王
は
不
忍
人
之
心
が
あ
っ
て
残
忍
さ
の
な
い
政
治
を
行

な
っ
て
い
た
。
こ
の
不
忍
人
之
心
を
持
ち
残
忍
さ
の
な
い
政
治
を
行
な
え

ば
天
下
を
統
治
す
る
こ
と
は
ま
さ
に
手
の
平
の
上
で
動
く
よ
う
に
容
易
で

(3) 

あ
る
O
H

こ
こ
で

H

不
忍
人
之
政
H

は
人
道
主
義
的
仁
愛
の
政
治
、
す
な
わ
ち
、

仁
政
を
言
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
聖
人
で
あ
る
仁
者
だ
け
が
行
な
う
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
。

H

聖
人
が
す
で
に
心
と
考
え
を
す
べ
て
果
し
そ
れ
に
続
い
て
不
忍
人
之

政
を
行
な
っ
た
の
で
、
仁
が
天
下
を
覆
っ
た
の
で
あ
る
。
:
:
:
だ
か
ら
、
、

政
治
を
す
る
の
に
、
先
王
の
道
に
従
わ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
賢
明
だ
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
唯
仁
者
だ
け
が
高
い
地
位
に
い
る
に
ふ
さ

わ
し
い
。
不
仁
な
者
が
高
い
と
こ
ろ
に
い
れ
ば
そ
れ
は
悪
を
人
民
に
振
り

(4) 

撒
く
の
で
あ
る

f

孟
子
の
こ
の
よ
う
な
仁
政
思
想
の
政
治
哲
学
的
意
義
は
治
者
が
被
治
者

を
仁
で
も
っ
て
、
人
間
ら
し
く
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
、
王
道

北法44(4・237)915



料

政
治
が
成
り
立
ち
得
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
人
間
の
道
徳
的

本
性
で
あ
る
仁
こ
そ
が
王
道
の
根
本
で
あ
り
人
道
主
義
的
政
治
の
核
心
的

徳
治
で
あ
る
。

資

王
道
主
義
の
違
っ
た
一
つ
の
側
面
は
徳
治
に
あ
る
。
儒
家
の
治
道
は
権

力
に
よ
る
法
治
よ
り
も
善
教
に
よ
る
徳
治
を
重
要
視
す
る
。
す
で
に
孔
子

も
論
語
で
法
治
よ
り
徳
治
が
よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、

H

民
を
法
で
も
っ
て
導
き
刑
で
も
っ
て
治
め
れ
ば
、
彼
ら
は
法
の
網
を

か
い
く
ぐ
り
刑
を
逃
れ
る
こ
と
を
恥
と
思
わ
な
い
。
し
か
し
、
徳
で
も
っ

て
導
き
札
で
も
っ
て
治
め
れ
ば
差
恥
の
念
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
秩
序
も

(5) 

正
し
く
保
て
る
よ
う
に
な
る
。
H

ま
た
論
語
を
見
る
と

H

季
康
子
が
孔
子
に
問
い
、
無
道
な
罪
人
は
死
刑
に
処
し
人
民
を
し
て

怖
れ
さ
せ
て
正
し
い
方
向
に
進
め
さ
せ
る
こ
と
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
に
孔
子
が
答
え
る
に
、
君
子
が
政
治
を
行
な
う
に
お
い
て
、
ど
う
し

て
殺
人
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
君
子
が
自
ら
善
良
で
あ
ろ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
人
民
も
善
良
に
な
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
君
子

の
徳
は
風
で
あ
り
、
小
人
の
徳
は
草
で
あ
っ
て
、
風
を
受
け
れ
ば
草
は
か

(6) 

な
ら
ず
頭
を
下
げ
る
の
だ
よ
o
u

季
康
子
が
孔
子
に
政
治
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
き
、
孔
子
は
次
の
よ
う
に

答
え
て
い
る

O

H

政
治
は
正
し
い
こ
と
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
君
子
が
率
先
し
て
正

(7) 

し
く
行
な
え
ば
誰
が
敢
て
正
し
く
行
な
わ
な
い
だ
ろ
う
か
o
u

ま
た
、
孔
子
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

H

上
の
者
の
態
度
が
正
し
け
れ
ば
命
令
を
し
な
く
と
も
民
は
行
な
い
、

(8) 

そ
の
態
度
が
不
正
で
あ
れ
ば
た
と
え
命
令
を
し
て
も
民
は
従
わ
な
い

f

孔
子
の
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
す
べ
て
徳
治
主
義
を
代
弁
し
て
い
る
。
孟

子
も
徳
治
が
法
治
よ
り
も
優
越
す
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。

H

法
で
も
っ
て
行
な
う
善
政
は
徳
で
も
っ
て
行
な
う
善
教
が
民
を
教
化

す
る
こ
と
よ
り
も
劣
る
。
法
で
も
っ
て
行
な
う
善
政
は
民
が
こ
れ
を
恐
れ

る
け
れ
ど
も
、
徳
で
も
っ
て
行
な
う
善
教
は
民
が
こ
れ
を
愛
す
る
。
従
っ

て
、
善
政
は
民
を
し
て
税
金
を
よ
く
出
さ
せ
る
が
、
善
教
は
民
の
心
を
得

(9) 

さ
せ
る
O
H

孟
子
は
続
い
て
政
治
の
根
本
も
君
主
の
徳
に
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
o

n
人
の
不
足
も
責
る
こ
と
が
で
き
ず
、
政
治
の
不
足
も
非
難
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
却
っ
て
、
大
き
な
徳
を
持
っ
た
者
だ
け
が
君
主
の
心
の
間

違
い
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
、
君
主
が
仁
慈
を
施
せ
ば
、
誰
で
も
仁
慈
を

施
せ
ざ
る
得
ず
、
君
主
に
義
が
あ
れ
ば
誰
で
も
義
を
持
た
ざ
る
得
ず
、
君

主
が
正
し
け
れ
ば
誰
れ
も
が
正
し
か
ざ
る
得
な
い
。
一
度
、
君
主
が
正
し

(
叩
)

く
な
れ
ば
国
も
安
定
す
る
よ
う
に
な
る
o
d

北法44(4・238)916



道
徳
で
も
っ
て
仁
政
を
実
行
す
る
者
が
王
者
で
あ
る
。
孟
子
は
王
道
主

義
を
覇
道
主
義
と
明
確
に
区
別
す
る
。
王
道
と
は
仁
で
も
っ
て
人
民
を
治

め
る
仁
政
を
一
言
う
と
す
れ
ば
、
覇
道
は
権
力
で
も
っ
て
人
民
治
め
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
覇
道
も
上
辺
は
仁
政
を
仮
装
す
る
が
、
彼
ら
の
政
治
的
目

的
と
動
機
は
王
道
と
全
く
違
っ
て
い
る
。
王
道
は
人
民
の
た
め
に
治
め
る

東アジア文化と近代法

こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
覇
道
は
自
己
自
身
の
た
め
に
人
民
を
治
め
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
自
身
の
利
益
と
名
声
の
た
め
に
治
め
る
こ
と

で
あ
る
。
従
っ
て
、
王
道
で
は
人
民
が
政
治
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
が
、

覇
道
で
は
人
民
が
政
治
の
手
段
に
転
落
し
て
い
る
。
孟
子
は
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

N

権
力
で
も
っ
て
仁
政
を
仮
装
す
る
者
は
覇
者
で
あ
る
。
覇
者
は
か
な

ら
ず
大
き
な
図
を
持
つ
。
し
か
し
、
徳
で
も
っ
て
仁
を
行
な
う
者
は
王
者

で
あ
る
。
王
者
は
大
き
な
毘
を
持
つ
必
要
が
な
い
。
湯
王
は
七
十
里
で
も

っ
て
王
者
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
文
王
は
百
里
で
も
王
者
に
な
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
力
で
人
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
は
心
か
ら
服
従
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
力
が
不
足
な
た
め
に
仕
方
な
く
服
従
す
る
が
、
徳
で
も
っ

て
人
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
は
心
の
中
か
ら
真
実
に
喜
ん
で
服
従
す
る
の
で

(
日
)

あ
る
。
u

以
上
か
ら
見
た
よ
う
に
、
孟
子
に
お
い
て
支
配
の
倫
理
的
正
当
化
は
仁

政
と
徳
治
に
よ
る
王
道
主
義
に
あ
る
。
反
面
、
覇
道
主
義
は
権
力
と
武
力

で
も
っ
て
統
治
を
す
る
の
で
そ
の
支
配
は
倫
理
的
に
正
当
化
さ
れ
得
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

礼
治
主
義

孟
子
は
性
善
説
に
依
拠
し
て
仁
義
の
徳
で
も
っ
て
治
め
る
徳
治
主
義
を

治
道
の
本
と
し
た
が
、
萄
子
は
性
悪
説
に
依
拠
し
て
礼
治
主
義
を
社
会
秩

序
確
立
の
原
則
と
し
た
。
彼
の
礼
治
主
義
思
想
は
性
悪
説
よ
り
出
発
す
る

の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

H

人
聞
の
本
性
は
悪
で
あ
る
。
善
だ
と
一
言
う
の
は
偽
り
で
あ
る
。
人
は

生
ま
れ
な
が
ら
に
利
益
を
好
む
た
め
に
、
こ
れ
に
従
え
ば
争
奪
が
起
こ
り

譲
歩
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
。
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
人
に
嫉
妬
し

人
を
憎
む
た
め
に
、
こ
れ
に
従
え
ば
他
人
を
害
す
る
よ
う
に
な
り
、
忠
と

信
が
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
耳
と
目
の
欲
望
が

あ
り
美
し
い
声
と
色
を
好
む
た
め
に
、
こ
れ
に
従
え
ば
淫
乱
が
生
じ
礼
儀

と
秩
序
が
な
く
な
る
よ
う
に
な
る
。
人
の
感
情
に
従
え
ば
争
奪
が
起
り
、

分
別
を
守
ら
な
く
な
り
、
秩
序
が
素
乱
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
無
秩
序
に

至
る
よ
う
に
な
る
。
:
:
:
こ
の
よ
う
に
見
た
な
ら
ば
人
の
本
性
が
悪
だ
と

い
う
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
善
で
あ
る
と
い
う
の
は
偽
り
で

(ロ)
あ
る
o
u

萄
子
に
よ
る
と
、
「
人
の
本
性
は
善
だ
」
と
す
る
孟
子
の
性
善
説
は
問

北法44(4・239)917



料

違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
人
間
の
本
性
が
善
で
あ
り
正
義
と
秩
序

に
合
致
す
る
行
為
を
自
ら
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
聖
王
が
ど
う
し

て
必
要
と
し
、
礼
儀
と
法
度
を
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
が
ど
こ
に

あ
る
の
か
と
反
問
す
る
。
人
間
の
本
性
が
悪
で
あ
る
の
で
無
秩
序
と
争
奪

が
起
こ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
聖
王
と
礼
儀
と
法
度
が
必
要
に
な
っ

資

た
の
だ
と
言
う
。

H

人
間
の
本
性
は
悪
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
む
か
し
聖
王
は
人
間
の
本
性

が
悪
で
あ
り
陰
険
で
あ
り
偏
僻
で
あ
っ
て
正
し
く
な
く
秩
序
を
奈
乱
さ
せ

る
た
め
に
、
王
の
権
勢
を
立
て
て
そ
の
上
に
君
臨
さ
せ
礼
儀
を
明
ら
か
し

こ
れ
を
教
化
し
、
正
し
い
法
度
を
作
り
民
を
治
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

刑
罰
を
重
く
し
民
の
悪
な
る
行
動
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
聖
王

の
統
治
で
あ
り
礼
儀
の
教
化
で
あ
る
。
今
、
試
み
と
し
て
王
の
権
勢
を
な

く
し
て
し
ま
い
、
礼
儀
を
通
じ
た
教
化
を
中
止
し
、
正
し
い
法
度
の
統
治

を
な
く
し
て
し
ま
い
、
刑
罰
に
よ
る
禁
止
を
廃
止
し
て
天
下
の
民
達
が
ど

の
よ
う
に
交
わ
っ
て
生
き
る
の
か
を
一
度
見
る
が
よ
い
。
そ
の
よ
う
に
な

れ
ば
強
者
が
弱
者
を
害
す
る
よ
う
に
な
り
奪
取
す
る
の
で
あ
り
、
多
数
の

輩
は
少
数
の
輩
達
に
暴
力
を
加
え
彼
ら
を
屈
服
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
天
下

が
乱
れ
る
よ
う
に
な
り
滅
び
る
あ
り
様
を
見
る
の
は
休
む
暇
さ
え
も
な
い

ぐ
ら
い
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
の
本
性
が
悪
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

(
日
)

あ
る
o
u

萄
子
の
こ
の
よ
う
な
人
性
論
の
前
提
は
西
洋
の
ホ
ッ
プ
ス
宵
国
各
ー

吉
田
)
の
立
場
と
同
じ
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
人
間
の
欲
望
と
性
情
の
追
求

の
た
め
に
自
然
状
態
で
は
人
聞
は

H

万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
状
態
“

に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
間
は
人
間
に
対
し
て
狼
に
な
る
と
い
う
。

人
聞
が
利
己
と
欲
望
を
追
求
す
る
こ
と
が
そ
れ
自
体
、
悪
い
こ
と
で
は
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
人
に
及
ぶ
社
会
的
効
果
が
反
社
会
的
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
効
果
が
悪
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

社
会
契
約
を
通
じ
て
国
家
を
立
て
法
秩
序
に
よ
っ
て
平
和
な
共
存
条
件
を

設
け
る
の
で
あ
る
。
萄
子
に
お
い
て
も
詳
し
く
見
れ
ば
利
己
的
な
心
性
と

欲
望
追
求
自
体
が
悪
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
他
人
に
及
ぶ
効
果
が
悪
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
法
度
を
立
て
礼
儀
を
定
め
教
化
す
れ
ば
、

他
人
に
及
ぶ
効
果
に
お
い
て
も
善
に
な
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
善
は
教
化
を
通
じ
て
は
じ
め
て
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
人
為
的
に
作
ら
れ
た
作
為
の
産
物
で
あ
っ
て
人
間
の
自
然
的
本
性

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
が
述
べ
る
に
は
、

N

礼
儀
と
い
う
の
は
人
の
本
性
か
ら
生
じ
る
も
の
で
な
く
聖
人
の
作
為

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
聖
人
が
考
え
を
重
ね
、
作
為
を
長
い
間
、

(
H
H
)
 

練
っ
て
礼
儀
を
作
り
抜
き
法
度
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
o
u

以
上
で
見
た
よ
う
に
、
萄
子
は
札
規
範
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
を
維
持
す

る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
孔
子
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
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N

顔
淵
が
孔
子
に
仁
が
何
ん
で
あ
る
か
を
尋
ね
た
の
で
あ
る
が
、
孔
子

が
こ
れ
に
答
え
て
、
自
己
を
克
服
し
礼
を
行
な
う
こ
と
が
仁
で
あ
る
。
わ

ず
か
一
日
で
も
自
己
を
克
服
し
札
を
行
な
え
ば
、
天
下
が
仁
に
戻
っ
て
来

る
で
あ
ろ
う
。
仁
は
自
己
に
依
存
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
人
に
依
存
す
る

こ
と
で
は
な
い
。
顔
淵
が
再
ぴ
そ
の
詳
し
い
細
目
を
尋
ね
る
や
、
孔
子
が

答
え
る
に
、
礼
で
な
け
れ
ば
見
る
こ
と
な
か
れ
、
礼
で
な
け
れ
ば
聞
く
な

(
日
)

か
れ
、
礼
で
な
け
れ
ば
話
す
な
か
れ
、
礼
で
な
け
れ
ば
、
動
く
な
か
れ
o
u

東アジア文化と近代法

結
ぴ

東
洋
に
お
い
て
の
札
の
概
念
は
行
為
を
統
制
し
秩
序
を
立
て
る
規
範
と

し
て
、
そ
の
機
能
は
法
に
等
し
い
。
但
し
、
そ
れ
が
法
と
違
う
点
は
強
制

が
随
伴
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
礼
は
社
会
倫
理
の
行
為

規
範
だ
け
で
あ
っ
て
、
強
制
規
範
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
札
は

他
律
的
な
強
制
力
は
な
い
が
自
律
的
な
規
範
力
が
な
い
の
で
は
な
い
、
礼

の
遵
守
は
教
化
を
通
し
た
自
律
的
規
制
能
力
を
前
提
と
し
て
お
り
、
こ
の

点
で
辞
譲
之
心
は
礼
の
端
だ
と
す
る
孟
子
の
人
性
論
と
連
結
さ
れ
て
い

る
。
徳
治
主
義
で
あ
れ
、
礼
治
主
義
で
あ
れ
儒
家
の
法
思
想
の
特
徴
は
規

範
の
強
制
性
を
排
除
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
強
制
性
の
な
い
規
範
が

ど
れ
ほ
ど
の
秩
序
力
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
疑
う
人
も
あ
る

だ
ろ
う
が
、
強
制
性
の
あ
る
規
範
が
ど
れ
ほ
ど
の
秩
序
力
を
発
揮
す
る
こ

四

と
が
で
き
る
か
を
疑
う
人
も
な
く
は
な
い
。
今
日
の
法
万
能
社
会
で
も
犯

罪
が
消
え
ず
、
権
力
滋
用
が
な
く
な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
強
制
規
範

と
し
て
の
法
の
秩
序
力
の
限
界
を
我
々
は
率
直
に
認
め
ざ
る
得
な
い
。
こ

の
よ
う
な
法
規
範
の
秩
序
力
の
限
界
を
克
服
す
る
こ
と
は
道
徳
規
範
と
し

て
の
徳
と
倫
理
規
範
と
し
て
の
礼
を
受
け
入
れ
た
と
き
に
だ
け
可
能
で
あ

ろ
う
。
法
の
効
力
は
強
制
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
徳
と
礼
に
よ
っ

て
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
我
々
は
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
儒
家
の
法
思
想
が
我
々
に
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
は
正
に
こ
の
点
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
徳
と
礼
な
く
し
て
、
法
の
み
だ
け
で
は
人
間

社
会
の
秩
序
は
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
悟
ら
せ
て
く

れ
る
賢
明
な
教
訓
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

+
土

(
1
)
論
語
、
顔
淵
七
一
子
貢
問
、
政
。
子
日
、
足
食
足
兵
民
信
之
失
。

子
貢
日
、
心
不
得
己
而
去
、
於
斯
三
者
何
先
。
日
、
去
兵
。
子
貢
日
、

必
不
得
己
而
去
、
於
斯
二
者
何
先
。
日
、
去
食
、
自
古
皆
有
有
死
、

民
無
信
不
立
。

(
2
)
孟
子
、
離
婁
章
句
上
一
一
一
聖
人
人
倫
之
至
也
、
欲
骨
周
君
蚕
君
道
、

欲
矯
君
蓋
臣
道
、
二
者
皆
法
案
舜
而
己
突
、
不
以
舜
之
所
以
事
案

事
君
、
不
敬
其
君
者
也
、
不
以
嘉
之
所
以
治
民
治
民
、
賊
其
民
者
也
、

孔
子
日
、
道
二
、
仁
輿
不
仁
而
己
失
、
暴
其
民
甚
、
則
身
獄
図
亡
、
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料

不
甚
、
則
身
危
圏
削
。

(
3
)
孟
子
、
公
孫
丑
章
句
上
六
一
先
王
有
不
忍
人
之
心
、
斯
有
不
忍

人
之
政
失
、
以
不
忍
人
之
心
、
行
不
忍
人
之
政
、
治
天
下
可
運
之

掌
上
。

(
4
)
孟
子
、
離
婁
章
句
上
一
一
聖
人
銃
掲
心
恩
駕
、
縫
之
以
不
忍
人

之
政
、
以
仁
覆
天
下
失
:
・
・
:
矯
政
、
不
因
先
王
之
道
、
可
謂
智
乎
、

是
以
惟
仁
者
、
宜
在
高
位
、
不
仁
而
在
高
位
、
是
播
其
悪
於
衆
也
。

(
5
)
論
語
、
矯
政
三
一
道
之
以
政
、
斉
之
以
刑
、
民
免
而
無
恥
、
道

之
以
徳
、
斉
之
以
種
、
有
恥
且
格
。

(
6
)
論
語
、
顔
淵
十
九
一
季
康
子
日
、
如
殺
無
道
、
以
就
有
道
、
如
何
。

孔
子
日
、
子
第
政
、
駕
用
殺
、
子
欲
善
、
而
民
善
失
、
君
子
之
徳
草
、

小
人
之
徳
草
、
草
上
之
風
、
必
催
。

(
7
)
論
語
、
顔
淵
十
七
、
政
者
正
也
、
子
帥
以
正
、
熟
敢
不
正
。

(
8
)
論
語
、
子
路
六
一
子
日
、
其
身
正
、
不
令
而
行
、
其
身
不
正
、

難
令
不
従
。

(
9
)
孟
子
、
意
心
章
句
上
十
四
一
善
政
不
如
善
教
之
得
民
地
、
善
政

民
畏
之
、
善
教
民
愛
之
、
善
政
得
民
財
、
善
教
得
民
心
。

(
叩
)
孟
子
、
離
蓋
章
句
上
二
十
一
人
不
足
輿
適
也
、
政
不
足
間
也
、

惟
大
人
矯
能
格
君
心
之
非
、
君
仁
莫
不
仁
、
君
義
莫
不
義
、
君
正

莫
不
正
、
二
疋
君
市
固
定
失
。

(
日
)
孟
子
、
公
孫
丑
章
句
上
一
二
一
以
力
候
仁
者
覇
、
覇
必
有
大
図
、

以
徳
行
仁
者
玉
、
王
不
待
大
、
湯
以
七
十
皇
、
文
王
以
百
塁
、
以

力
服
人
者
、
非
心
服
也
、
力
不
贈
也
、
以
徳
服
人
者
、
中
心
悦
而

資

誠
服
也
。

(
ロ
)
萄
子
、
性
悪
篇
一
人
之
性
悪
、
其
善
者
俄
也
。
今
人
之
性
、
生

而
有
好
利
罵
、
順
是
、
故
争
奪
生
而
僻
譲
亡
駕
。
生
而
有
疾
悪
罵
、

順
是
、
故
残
賊
生
而
忠
信
之
罵
。
生
而
有
耳
目
之
欲
、
好
盤
色
罵
、

順
是
、
故
淫
乱
生
而
稽
義
文
理
亡
駕
。
順
人
之
情
、
必
出
於
争
奪
、

合
於
犯
分
胤
理
、
而
蹄
於
暴
。
:
:
:
用
此
観
之
、
然
則
人
之
性
悪

明
突
、
其
善
者
傷
也
。

(
日
)
萄
子
、
性
悪
篇
一
人
之
性
悪
c

故
古
者
、
聖
人
以
人
之
性
悪
、

以
篤
偏
険
而
不
正
、
胤
而
不
治
、
故
篤
之
立
君
上
之
勢
以
臨
之
、

明
趨
義
以
化
之
、
起
法
正
以
治
之
、
重
刑
罰
以
禁
止
之
、
使
天
下

皆
出
於
治
、
合
於
善
也
。
是
聖
王
之
治
、
而
檀
義
之
化
也
。
今
嘗

試
去
君
上
之
勢
、
無
機
義
之
化
、
去
法
正
之
治
、
無
刑
罰
之
禁
、

傍
而
観
天
下
民
人
之
相
奥
也
。
若
是
則
夫
彊
者
害
弱
而
奪
之
、
衆

者
暴
寡
市
議
之
、
天
下
之
惇
乱
而
相
亡
、
不
待
頃
失
。
用
此
翻
之
、

然
則
人
之
性
悪
明
突
、
其
善
者
傷
也
。

(
凶
)
萄
子
、
性
悪
篇
一
凡
櫨
義
者
、
是
生
於
聖
人
之
傷
、
非
故
生
於

人
之
性
也
。
:
:
:
聖
人
積
思
慮
習
傷
、
故
以
生
穫
義
、
而
起
法
度
。

(
日
)
論
語
、
顔
淵
一
一
顔
淵
問
、
仁
。
子
日
、
克
己
復
趨
矯
仁
、
一

日
兎
己
復
種
、
天
下
賜
仁
駕
、
矯
仁
由
乎
哉
。
顔
淵
日
、
請
問
其
目
。

子
日
、
非
櫨
勿
調
、
非
櫨
勿
聴
、
非
櫨
勿
言
、
非
鵡
勿
動
。
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